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D-3            航空事故リスク信頼区間の推定に関する研究 

Estimation of Confidence Intervals of Civil Aviation Accident Risk 
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１．はじめに 

 我が国の航空機事故の発生件数は，長期的には減少

傾向にある。その一方で，航空交通の情勢を見ると，現

在首都圏を中心に航空機の交通集中による混雑や遅延

等が深刻化しており，今後更に航空交通量が増大して

いくことが予測される。このため，より一層安全で効率

的な航空交通システムを確立することは重要である。

このような状況の下，国土交通省航空局では，航空交通

の安全性向上を目的に，「航空安全プログラム」を平成

26 年度から導入している１）。同プログラムの中で，航

空事故発生率など国の安全指標をいくつか定めており，

各指標に対して過去５年間の実績発生率の平均に基づ

く年度単位の評価が行われている。また，国際民間航空

機関（ICAO）が策定する安全管理マニュアル２）では，

航空安全の評価法について，過去 12 ヶ月間の実績発生

率から算出された平均と標準偏差に基づいた年単位の

方法が例示されている。具体的には，安全目標値に加え，

誤差の範囲を示した３段階の信頼限界を設定している。

その一方で，航空事故は発生確率が低い稀有な事象で

あることから，その発生は確率的に変動しうる。このた

め，より科学的判断基準に基づいた評価を目指す上で，

確率的変動を加味した評価を行うことが肝要である。 

そこで，本研究では，より適切な安全評価基準の一助

となることを目的に，国の安全指標別の航空事故及び

重大インシデント発生に関する傾向を分析するととも

に，ポアソン分布に基づく事故発生の偶然変動を考慮

した航空事故リスク信頼区間の推定を行う。 

２．既存研究の整理と本研究の位置づけ 

 航空安全性の評価方法に関わる研究を整理すると，

例えば長岡３）は，安全性をリスクに基づき管理する品

質管理の手法であると述べている。また，Milan４）は，

民間航空におけるリスク評価方法の具体的な提案を試

みている。その結果，実際の事故データを用いた確率論

的評価方法として，航空事故の発生時間間隔は指数分

布に従うことなどを指摘している。 

一方，道路交通分野における事故の危険度評価のた

めの方法として，斉藤５）は，統計品質管理の概念を応用

した事故率管理法を検討している。事故率管理法とは，

ポアソン分布を正規分布で近似することで得られる信

頼限界式を用いて，事故率の信頼区間を定めたもので

ある。 

対して，本研究では，国の航空事故及び重大インシデ

ントの実績発生率を対象として，事故率管理法を適用

し，航空事故リスク信頼区間の推定を行うものである。 

３．航空事故のリスク信頼区間の推定方法 

３．１ 航空事故発生リスク 

本研究では，国の安全指標における航空事故または

重大インシデント発生率を航空事故発生リスクと定義

する。ここで，航空事故発生リスクとは，式(1)に示す

単位時間あるいは回数あたりの航空事故または重大イ

ンシデント件数を示す。 

Si=
ki

mi

×106 (1) 

i：国の安全指標番号（i＝1，2，…，17） 

表－１中の各指標①～⑰を，１～17 でそれぞれ表記 

Si：航空事故発生リスク（件／106） 

mi：運航時間（時間）または運航回数（回） 

※指標⑬，⑭は管制取扱機数（機），指標⑮～⑰は着

陸回数（回） 

𝑘𝑖：航空事故または重大インシデント件数（件） 

３．２ 事故リスク信頼区間の推定方法 

事故発生に関する偶然変動を考慮した航空事故リス

クの定量的評価を目的として，事故率管理法を援用す

ることで，航空事故等の発生リスク指標の信頼区間を

推定する。信頼限界の上限は，式(2)で表される。 

 U = Pi + w√
Pi

m
 + 

1

2m
 (2) 

ここで，w は有意水準 α に対応する標準正規分布の

値である。i は式(1)と同じ，Piは既存研究と同様に平均

発生率である。m は暴露量に該当し，ここでは式(1)に

示した運航時間または運航回数等を採用している。 

３．３ 使用データ 

まず，表－１に示す国土交通省航空局より提供を受
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けた，平成 29 年度航空安全プログラム実施計画で示さ

れた「その他安全目標」の各指標値の算出に必要な航空

事故件数や運航時間，運航回数等のデータを用いる。さ

らに，事故の１件１件の内容を特定化するために，国の

運輸安全委員会が公表する事故報告書データ（「航空事

故の統計」等）も併せて使用する。 

表－１ 分析対象の国の安全指標（その他安全目標） 

 

４．分析方法 

４．１ ポアソン回帰モデル 

仮に航空事故がランダムに発生すると仮定した場合，

一定期間内の事故発生件数の確率は，長期的な航空事

故発生件数の平均値から確率現象として算定し得るも

のと考えられる。このため，本研究では，ポアソン回帰

モデルを用いて，安全指標ごとの航空事故及び重大イ

ンシデント件数の平均発生確率を推定する。ここで，ポ

アソン回帰モデル式を式(3)に示す。確率分布を規定す

るパラメータ Pi を説明変数の関数で定義すると，Pi は

定数項のみの式(4)のように表される。 

Pr(k|λi) =
λi

k

k!
e-λi，λi= mPi (3) 

Pi= exp(β
i
) (4) 

Pr：事故が k 件発生する確率，k：発生件数， 

λi：平均発生件数（件／年），Pi：平均発生率（件／106）， 

βi：未知パラメータ，i 及び m：式(2)に同じ 

５．航空事故発生リスクの信頼区間推定結果と考察 

 平成 14 年１月から平成 28 年 12 月までの 15 年間分

の月データを用いて，定期便を運航する本邦航空運送

事業者に関する運航回数あたりの重大インシデント発

生率（指標④）のモデルを推定した結果を表－２に例示

する。さらに，同結果から算出された P4＝5.64（件／100

万回）を用いた信頼区間の推定結果を図－１に示す。 

この例では，例えば有意水準 α＝１％において，月別

実績発生率の全 180 個のデータのうち，179 個は信頼区

間内であった。また，同区間を逸脱している月を危険月

とみなし当該月の発生状況を調べてみると，月別平均

発生件数は 0.41 件であるのに対し，同月では４件発生

している。また，この４件のうち３件の内容は，滑走路

誤進入であることが判明した。滑走路誤進入について

は，平成 21 年１月～平成 28 年 12 月までの 96 ヶ月間

で計 17 件程度発生しており，そのうちの３件が当該月

に集中的に発生していることから，他の月に対して，確

率的変動を考慮した上で稀有な月であるとみなされ，

抽出されたものと推察される。 

表－２ 指標④におけるモデル推定結果 

 

 

図－１ 指標④の月データにおける信頼区間推定結果 

６．おわりに 

本研究では，国の安全指標別に実績の航空事故及び

重大インシデント発生率について，ポアソン分布を仮

定した航空事故リスク評価法を適用し，リスク信頼区

間を推定した。その結果，暴露の小さい区間に対する変

動の許容範囲がより広くなるように設定されることが

わかり，事故発生の偶然変動による見せかけ上の高い

危険率に基づく判断の誤りを防止し得る危険度の評価

方法であることが示唆された。一方で，各指標区分につ

いて，たとえ同一の指標内であっても，事故類型が多岐

に渡る場合がある。したがって，そもそもの起こりやす

さが異なる事故類型同士を同じ区分で考えている可能

性があることから，その点について考慮に入れた分析

を行うことは今後の課題である。 
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※「(時間）」は100万運航時間あたりを，「（回数）」は100万運航回数あたりを示す。
　 管制取扱機数は100万管制取扱機数を，着陸回数は100万着陸回数を示す。
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